
〈問い合わせ〉企画観光課 企画係　℡0967（67）1112

　令和7年10月1日を調査基準日として、5年に1度の国勢調査が実施されます。今回の国勢調査では、
9月20日（土）から10月中旬にかけて村で任命した調査員が各家庭を訪問します。皆さんのご自宅に
調査員が伺いましたら、調査に対してのご協力をよろしくお願いします。

国勢調査とは？
　この調査は、国が実施する統計調査のうち、統計法
により特に重要なものとされる「基幹統計調査」として
実施するもので、我が国に住んでいるすべての人と
世帯を対象とする国の最も重要な調査です。
　大正9年（1920年）を第1回として5年ごとに実施さ
れており、今回の国勢調査は21回目に当たります。

期日
　令和7年10月1日（水）　午前0時現在を基準としま
す（調査期間：令和7年9月20日から10月中旬）

対象者
　令和7年10月1日現在、日本に住むすべての人と世
帯（外国人も含む）

調査の流れ
　調査員が各世帯を訪問し、調査書類を配布します。
　回答方法は、次のいずれかにより回答することがで

きます。回答方法は簡単・便利なインターネット回答
を推奨しています。
①インターネット回答
②紙の調査票を郵送
③紙の調査票を調査員へ提出

調査項目
　今回の国勢調査は、次の15項目により実施します。
【世帯に関する事項】
「世帯の種類」、「世帯員の数」、「住宅の種類」、「住宅
の建て方」の4項目

【世帯員に関する事項】
「氏名及び男女の別」、「世帯主と続き柄」、「出生の年
月」、「配偶者の有無」、「国籍」、「現在の場所に住んで
いる期間」、「5年前（令和2年10月1日）にはどこに
住んでいましたか」、「令和7年9月24日から30日ま
での1週間に仕事をしましたか」、「従業地又は通学
地」、「勤めか自営かの別」、「勤め先・業主などの名称
及び事業の内容」の11項目

令和7年国勢調査が実施されます

調査結果はさまざまなことに利用されます！
　調査結果は、国や地方公共団体が正確な統計に基づ
いて、公正で効率的な行政運営を行うために利用され
るとともに、さまざまな統計
を作成する上で欠くことので
きない基礎データとしても利
用されています。
　また、企業や各種団体にお
ける需要予測や経営管理など
を行うための活用や、学術・
研究機関における研究のため
の活用など、さまざまな分野
で幅広く活用されています。

住民基本台帳では
把握できないことが
　「国勢調査をしなくても住民票で分かるじゃないか」
調査の際によく耳にする言葉です。たしかに、人口や
世帯構成を把握する方法は国勢調査以外にも住民基本
台帳があります。
　しかし、住民基本台帳は個人の居住関係を公証する
ための記録であって、教育などの社会的属性や就業状
態などの経済的属性などは登録されていないことから、
国勢調査と住民基本台帳では把握できる情報に違いが
あります。また、届け出をせずに住所を移している人
の情報などは住民基本台帳では把握できず、自治体の
正確な人口や世帯の状況は把握できません。

国勢調査は村の収入にも影響する⁉
　国勢調査で集計された人口は『法定人口』とも呼ばれ、
衆議院小選挙区の確定や地方交付税の算定などの重要
な基礎資料となります。国か
らの地方交付税は、市町村税
などの自主財源（独自に確保
できる収入）が少ない自治体
にとって大切な財源です。
　村に居住する住民一人一人
の調査に対する意識が今後５
年間の村の収入を左右するこ
とになるのです。

個人情報は固く守られます
　調査員をはじめとする調査関係者には、調査で知り
得た秘密の保護や調査票の取り扱いについて、統計法
で厳格な規定が設けられています。
　世帯から提出された調査票の封筒に封がされている

場合、調査員は開封せずに村に届けます。郵送で、調
査員を介さずに提出する方法もあります。
　また、インターネット回答は、入力内容を暗号化し
て送信するほか、不正アクセスなどを防止するパスワー
ド機能などがあります。
　なお、回答内容は、統計の作成・分析以外の目的で
使用されることはありません。

回答方法などが分からないときは？
　調査票の記入の仕方や、インターネット回答の入力
方法などが分からない場合は以下に問い合わせてくだ
さい。（調査票の提出方法は、調査員に相談してくださ
い。）

［問い合わせ先］
国勢調査コンタクトセンター
•開設期限
　9月16日（火）から11月7日（金）

•受付時間
　午前9時から午後9時
　（土・日曜、祝日も対応）

•電話番号
　0570（02）5901
　※通話料金は発信者側の負
担となります。

「かたり調査」にご注意を！
　国勢調査の実施時期に合わせ、調査員を装って調査
票をだまし取ろうとしたり、個人情報を引き出そうと
する、いわゆる「かたり調査」が発生する恐れがあります。
被害に遭わないよう、次の点に注意してください。
①調査員が所持している調査員証を確認してください。
②国勢調査は、電話や電子メールで行われることはあ
りません。

③国勢調査には、預金や収入などに関する調査事項は
ありません。

④調査票の提出箱が共同住宅の共用玄関などに設置さ
れていても利用しないでください

⑤国勢調査で金品を要求することはありません。

　不審に思われることがありましたら、企画観光課ま
でご連絡ください。
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